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公害防止計画に基づく公害防止対策事業に係る財政措置

１．公害防止計画

・ 公害防止計画は、環境基本法第１７条に基づく法定計画。

・ 現に公害が著しい、または著しくなるおそれがあり、かつ、公害の防止

に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難

になると認められる地域について、公害の防止を目的とする地域計画。

・ 環境大臣が示す計画策定の基本方針の策定方針に基づいて都道府県知事

が作成し、環境大臣の同意を要する計画。

２．公害防止計画の策定状況－全国３２地域（平成１４年度末）

・ 昭和４５年１２月から昭和５２年１月まで、全国の主要な工業都市及び

大都市地域のほとんどについて策定され、延べ５０地域を数えた。

・ その後、地域の見直し、隣接する地域の統合等により、平成１４年度末

で全国３２地域（２７都道府県）において策定されている。

３．公害防止対策事業に対する財政上の特別措置－補助率の嵩上げ等

・ 国又は地方公共団体が公害防止計画に基づき実施する公害防止対策事業

（ 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」「

第２条に規定するもの）については、国の負担又は補助の割合の嵩上げ、

地方債の適債事業の拡大等の財政上の特別措置が講じられることとなっ

ており、施策の一層の推進が図られている。

・ なお、平成１４年度の公害対策事業の見込額は5,191億円、そのうち嵩

上げ額は241億円。

嵩上げ額の内訳：廃棄物処理施設整備 232億円

しゅんせつ・導水 6億円

緩衝緑地等整備 1億円

監視測定体制整備 1億円

※具体的な補助率の嵩上げ、地方債の充当率、普通交付税措置等財政措置につ

いては、次ページを参照。



公害防止対策事業に係る財政措置
「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」について

（平成１５年６月現在）

国 庫 補 助 金 平 成 １ ５ 年 度 地 方 債 備 考

事 業 区 分 事 業 の 細 区 分 通常の 特 例 （率は各年度の「地方債許可方針 普通交付税 （根拠
補 助 補 助 の運用について」による） 条項）
負担率 負担率

５０％ 措 置
特 定 公 共 下 水 道 １／３ １／２ （Ｓ４５年度以前に着手した事業 な し

は６０％） ※※※※

都道府県 ９０％ 地方債元利
都 市 下 水 路 ４／10 １／２ 市町村・指定都市５５％ 償還金の50 第２条

下 水 道 ％を基準財 第３項
用 地 １／２ 政需要額に 第１号

算入（公害
公 共 下 水 道 ９０％（公共下水道） 財特法第５

終 末 処 理 場 処 理 施 設 55/100 １／２ 条、地方交
１００％（流域下水道） 付税法付則

流 域 下 水 道 第５条によ
処 理 施 設 ２／３ る）

※※※※
用 地 １／３ 都道府県９０％ 第２条

緩 衝 緑 地 緩 衝 緑 地 １／２ 指定都市７０％ 第３項
施 設 １／２ 市町村 ７５％ 第２号

ご み １／４ ９０％（施設）
１００％（用地造成） 第２条

廃 棄 物 一 般 廃 棄 物 し 尿 １／３ ※※※ 第３項
１／２ 第３号

処 理 施 設 処 理 施 設 廃棄物埋立護岸 １／４ ９０％

海洋性廃棄物 都道府県・指定都市７０％
処 理 施 設 １／４ 市町村 ７５％

学校環境整備 都道府県 ７５％ 措 置 第２条
(公立の義務 公 害 防 止 工 事 等 １／３ 55/100 指定都市・市町村９０％ な し 第３項
教育諸学校) ※※※※ 第４号

※※ 河 川 １／３ ９０％ 地方債元利 第２条
し ゅ ん せ つ １／２ （・河川環境整備事業のうち特定河 償還金の50 第３項
・ 導 水 等 ※ 川の流域において実施する河川浄 ％を基準財 第５号

港 湾 ０ 化対策 政需要額に
・漁場環境保全創造事業 算入（公害
都道府県・指定都市７０％ 財特法第５
市町村 ７５％） 付税法付則

第５条によ
る）

水 産 基 盤 １／２

※※ 土壌汚染防止等 55/100 55/100
農業用施設（かん

公 害 対 策 がい排水施設） そ の 他 55/100 １／２ 第２条
第３項

土 地 改 良 汚 染 除 去 等 55/100 ９０％ 第６号
農 用 地 50/100
（客土・排土等）

そ の 他 50/100 １／２

※※ 都道府県・指定都市７０％ 第２条
ダイオキシン 土 壌 汚 染 防 止 ・ 除 去 等 １／２ 55/100 市町村 ７５％ 第３項
類 対 策 第７号

※※ 都道府県・指定都市７０％ 第２条
監視測定施設 公 害 監 視 測 定 設 備 等 １／３ １／２ 市町村 ７５％ 第３項
等 整 備 第８号

都道府県・指定都市７０％
幼 稚 園 等 １／３ １／２ 市町村 ７５％

（高等学校整備事業７５％）
政令で定める （臨時高等学校整備事業９５％） 第２条

第３項
事 業 １／３ １／２ 都道府県・指定都市７５％ 第９号

児 童 福 祉 施 設 １／２ 55/100 市町村 ８０％
（介護施設１００％）

老 人 福 祉 施 設 １／２ 55/100

(注)※ ………… 港湾公害防止対策事業として行う場合は０、それ以外の事業として行う場合は１／２。
※※ ……… 公害防止計画策定地域以外の地域において実施される公害防止対策事業で総務大臣が主務大臣及び環境大臣と協議

して指定した事業についても適用される。
※※※ …… 平成１８年３月３１日までに定められた公害防止計画に基づく事業は１／２

平成１８年４月１日以降に定められた公害防止計画に基づく事業は、１／２以内で政令で定める割合
※※※※ … 特定公共下水道（単独分）及び義務教育施設（学校環境整備）については、本財政措置においては交付税措置を講じ

ていない。（なお、義務教育施設（学校環境整備）においては、通常分として各費目において基準財政需要額に算入さ
れる。）


